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生駒市法令遵守推進条例の一部を改正する条例 

生駒市法令遵守推進条例（平成１９年６月生駒市条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（面会の記録等） 

第９条の２ 市長、副市長及び教育長（以下これらを「記録義務者」という｡)は、

その職務を執行するに当たって職員以外の者と面会したときは、次に掲げる事

項（面会の相手が明らかにしない事項を除く｡)を記録するものとする。ただし、

公式な会議の場その他これに類する場で面会したときは、この限りでない。 

(1) 面会の日時 

(2) 面会の場所 

(3) 面会の相手の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地 

(4) 面会の件名及び内容 

２ 記録義務者は、前項の規定により記録した事項（以下「面会記録」という｡)

のうち次に掲げる事項を除いたものを、面会の日の属する月の翌月の末日まで

に市長に報告しなければならない。 

(1) 面会の相手が特定される事項（公職者の氏名及び法人その他の団体の名

称を除く｡) 

(2) 公にすることにより、面会の相手の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあると認められる事項 

(3) 公にすることにより、市の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあると認められる事項 

３ 市長は、前項の規定により面会記録が報告されたときは、速やかにこれを一

般の閲覧に供するものとする。 

４ 記録義務者は、面会記録のうち第２項第３号に該当するものとして市長に報

 



 

 

告しなかった事項について、市の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがなくなったと認められるときは、速やかに市長に当該事項を報告しなけ

ればならない。 

５ 第３項の規定は、前項の規定による報告があった場合について準用する。 

附 則 

この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 



 

生駒市法令遵守推進条例の改正について 

新旧対照表 

現行 改正案 

  

(記録された要望等の公表) (記録された要望等の公表) 

第 9条 略 第 9条 略 

 (面会の記録等) 

 第 9 条の 2 市長、副市長及び教育長(以下これらを「記録義務者」とい
う｡)は、その職務を執行するに当たって職員以外の者と面会したとき
は、次に掲げる事項(面会の相手が明らかにしない事項を除く｡)を記録
するものとする。ただし、公式な会議の場その他これに類する場で面
会したときは、この限りでない。 

 (1) 面会の日時 

 (2) 面会の場所 

 (3) 面会の相手の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の
所在地 

 (4) 面会の件名及び内容 

 2 記録義務者は、前項の規定により記録した事項(以下「面会記録」と
いう｡)のうち次に掲げる事項を除いたものを、面会の日の属する月の翌
月の末日までに市長に報告しなければならない。 

 (1) 面会の相手が特定される事項(公職者の氏名及び法人その他の団
体の名称を除く｡) 

 (2) 公にすることにより、面会の相手の権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあると認められる事項 

 (3) 公にすることにより、市の事務又は事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあると認められる事項 

 3 市長は、前項の規定により面会記録が報告されたときは、速やかにこ
れを一般の閲覧に供するものとする。 

 4 記録義務者は、面会記録のうち第 2 項第 3 号に該当するものとして市
長に報告しなかった事項について、市の事務又は事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがなくなったと認められるときは、速やかに市長に当
該事項を報告しなければならない。 

 5 第 3 項の規定は、前項の規定による報告があった場合について準用す
る。 

 



 

 

 


